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☆４０２５６７１

　ご愛読いただきました「令和６年度税制改正大綱を

読む」「企業経営者・経理担当者が知っておきたい重要な

税務・実務のポイント」「年収の壁が動いた�企業を支

援するキャリアアップ助成金」は今号をもって終了し

ます。「裁決事例集」「ハイド・アンド・シーク」は継続し

ます。４月からは以下の連載を開始します。引き続きご

愛読いただきますようお願い申し上げます。（編集部）

　インボイス制度の導入に伴って、改めて消費税の課

否判断について再確認する機会が多々生じているので

はないかと思われます。そこで、各取引における消費

税の課否判断とインボイス制度による取扱いのポイン

トを分かりやすく解説します。

　中小企業を取り巻く最新税務や改正税制について、

アッキー経理課長と顧問税理士ジュン先生の問答を交

えてポイントを「図解」で分かりやすく解説します。

　税制改正法案の成立が前提となりますが、定額減税

が実施されます。本連載では、主に６月以降に支払う給

与等から行う所得税の源泉徴収の際に、定額減税の事

務を担う給与の支払者を対象として減税のしかたをお

伝えします。住民税からの減税や減税しきれない者に

自治体が給付する「調整給付」についても説明します。

　

国

税

庁

は

�

日

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

し

て

い

る

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

関

し

て

多

く

寄

せ

ら

れ

る

質

問

を

更

新

し

た

。

今

回

の

更

新

で

は

２

問

が

追

加

さ

れ

、

計

�

問

と

な

っ

た

。

追

加

さ

れ

た

問

答

で

は

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

会

社

が

発

行

し

て

い

る

タ

ク

シ

ー

チ

ケ

ッ

ト

に

係

る

仕

入

税

額

控

除

に

つ

い

て

、

回

収

特

例

が

適

用

で

き

る

と

す

る

取

扱

い

が

示

さ

れ

て

い

る

。

な

お

、

同

日

に

銀

行

振

込

手

数

料

の

イ

ン

ボ

イ

ス

対

応

に

つ

い

て

の

動

画

も

公

開

さ

れ

て

い

る

。

　

今

回

追

加

さ

れ

た

の

は

、

問

�

「

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

に

よ

り

決

済

さ

れ

る

タ

ク

シ

ー

チ

ケ

ッ

ト

に

係

る

回

収

特

例

の

適

用

」

と

問

�

「

月

の

中

途

で

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

と

な

っ

た

場

合

の

適

格

請

求

書

等

の

交

付

方

法

」

。

　

問

�

は

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

会

社

が

発

行

し

て

い

る

タ

ク

シ

ー

チ

ケ

ッ

ト

は

、

タ

ク

シ

ー

事

業

者

等

が

発

行

し

て

い

る

も

の

と

は

異

な

り

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

利

用

明

細

書

し

か

送

ら

れ

て

こ

ず

、

ま

た

、

タ

ク

シ

ー

チ

ケ

ッ

ト

自

体

取

引

先

等

に

手

交

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

タ

ク

シ

ー

を

利

用

し

た

際

に

交

付

を

受

け

る

簡

易

イ

ン

ボ

イ

ス

の

保

存

を

す

る

こ

と

も

で

き

な

い

。

こ

の

場

合

、

仕

入

税

額

控

除

の

適

用

を

受

け

る

に

は

ど

う

す

べ

き

か

と

い

う

も

の

。

　

回

答

で

は

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

会

社

が

発

行

し

て

い

る

タ

ク

シ

ー

チ

ケ

ッ

ト

に

つ

き

、

そ

の

使

用

さ

れ

た

金

額

に

つ

い

て

仕

入

税

額

控

除

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

は

、

原

則

と

し

て

、

そ

の

使

用

に

当

た

っ

て

タ

ク

シ

ー

事

業

者

か

ら

受

領

し

た

簡

易

イ

ン

ボ

イ

ス

の

保

存

が

必

要

と

な

る

と

し

た

。

　

し

か

し

、

タ

ク

シ

ー

チ

ケ

ッ

ト

は

取

引

先

等

に

手

交

さ

れ

る

こ

と

も

多

い

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、

簡

易

イ

ン

ボ

イ

ス

の

保

存

が

困

難

と

い

っ

た

事

情

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

と

し

た

。

そ

の

た

め

、

受

領

し

た

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

利

用

明

細

書

及

び

以

下

の

資

料

に

記

載

さ

れ

た

内

容

等

に

基

づ

き

、

利

用

さ

れ

た

タ

ク

シ

ー

事

業

者

が

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

で

あ

る

こ

と

が

確

認

で

き

る

場

合

に

は

、

簡

易

イ

ン

ボ

イ

ス

の

記

載

事

項

（

取

引

年

月

日

を

除

く

）

が

記

載

さ

れ

て

い

る

証

票

が

使

用

の

際

に

回

収

さ

れ

る

取

引

と

し

て

、

帳

簿

の

み

の

保

存

に

よ

り

仕

入

税

額

控

除

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

し

て

差

し

支

え

な

い

と

し

た

（

回

収

特

例

）

。

　

・

利

用

さ

れ

た

タ

ク

シ

ー

事

業

者

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ　

・

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

会

社

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

等

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

利

用

可

能

タ

ク

シ

ー

一

覧

　

な

お

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

タ

ク

シ

ー

事

業

者

の

利

用

で

あ

っ

た

こ

と

が

確

認

さ

れ

た

場

合

に

は

、

当

該

タ

ク

シ

ー

利

用

時

に

受

領

し

た

領

収

書

（

未

収

書

等

）

や

、

別

途

当

該

タ

ク

シ

ー

事

業

者

か

ら

発

行

を

受

け

た

書

類

な

ど

、

区

分

記

載

請

求

書

の

記

載

事

項

を

満

た

し

た

書

類

及

び

一

定

の

事

項

を

記

載

し

た

帳

簿

の

保

存

が

あ

れ

ば

、

仕

入

税

額

相

当

額

の

一

定

割

合

（

�

％

、

�

％

）

を

仕

入

税

額

と

み

な

し

て

控

除

で

き

る

経

過

措

置

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

電

子

帳

簿

保

存

法

に

関

す

る

「

お

問

合

せ

の

多

い

ご

質

問

」

に

新

た

な

問

答

を

一

問

追

加

し

た

。

追

加

さ

れ

た

問

答

は

、

電

子

取

引

デ

ー

タ

の

保

存

に

関

連

し

て

、

企

業

が

従

業

員

を

雇

用

す

る

際

に

電

子

メ

ー

ル

等

で

労

働

条

件

通

知

書

や

雇

用

契

約

書

を

送

信

等

し

た

場

合

、

こ

れ

ら

を

電

子

取

引

デ

ー

タ

と

し

て

保

存

す

る

必

要

が

あ

る

か

と

い

う

も

の

。

同

回

答

で

は

、

保

存

を

す

る

必

要

が

あ

る

と

説

明

し

て

い

る

。

　

追

加

問

答

で

は

、

従

業

員

を

雇

用

す

る

際

、

賃

金

や

労

働

時

間

等

の

労

働

条

件

を

記

載

し

た

「

労

働

条

件

通

知

書

」

の

デ

ー

タ

を

電

子

メ

ー

ル

に

添

付

し

て

相

手

方

に

送

信

し

、

ま

た

、

ク

ラ

ウ

ド

サ

ー

ビ

ス

を

利

用

し

て

「

雇

用

契

約

書

」

の

授

受

を

行

っ

た

場

合

、

こ

の

「

労

働

条

件

通

知

書

」

デ

ー

タ

や

「

雇

用

契

約

書

」

デ

ー

タ

は

電

子

取

引

デ

ー

タ

と

し

て

保

存

す

る

必

要

が

あ

る

か

た

ず

ね

て

い

る

。

　

こ

れ

に

対

す

る

回

答

で

は

、

従

業

員

の

雇

用

に

際

し

て

相

手

方

に

交

付

す

る

「

労

働

条

件

通

知

書

」

や

相

手

方

と

の

間

で

取

り

交

わ

す

「

雇

用

契

約

書

」

に

は

通

常

、

契

約

期

間

、

賃

金

、

支

払

方

法

等

に

関

す

る

事

項

等

が

記

載

さ

れ

て

お

り

、

電

子

帳

簿

保

存

法

２

条

５

号

に

規

定

す

る

取

引

情

報

（

取

引

に

関

し

て

受

領

し

、

又

は

交

付

す

る

注

文

書

、

契

約

書

、

送

り

状

、

領

収

書

、

見

積

書

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

書

類

に

通

常

記

載

さ

れ

る

事

項

）

に

該

当

す

る

と

説

明

。

　

こ

の

た

め

、

そ

の

取

引

情

報

の

授

受

を

電

子

メ

ー

ル

な

ど

の

電

磁

的

方

式

に

よ

り

行

う

場

合

に

は

、

電

子

取

引

に

該

当

し

、

そ

の

電

子

取

引

デ

ー

タ

を

保

存

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ３ �

第３５９６号
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格

差

拡

大

の

問

題

を

考

え

る

と

き

、

必

ず

挙

が

る

の

が

、

小

泉

政

権

下

の

構

造

改

革

。

〝

聖

域

な

き

改

革

〟

は

流

行

語

に

も

な

り

、

そ

の

当

時

、

税

務

調

査

の

方

針

記

事

は

業

種

や

職

種

に

と

ら

わ

れ

な

い

聖

域

な

き

調

査

が

キ

ー

ワ

ー

ド

だ

っ

た

★

小

泉

政

権

下

で

は

、

官

僚

主

導

を

打

破

す

べ

く

、

首

相

官

邸

が

政

策

決

定

を

主

導

す

る

政

治

主

導

体

制

を

導

入

。

第

二

次

安

倍

政

権

に

は

内

閣

人

事

局

が

設

置

さ

れ

、

首

相

官

邸

は

各

省

庁

官

僚

を

掌

握

し

、

官

僚

へ

の

影

響

力

は

よ

り

大

き

く

な

っ

た

。

有

権

者

が

一

票

を

投

じ

選

ん

だ

政

治

家

は

国

民

の

代

表

で

あ

り

、

政

治

主

導

は

本

来

あ

る

べ

き

姿

だ

ろ

う

★

し

か

し

、

官

邸

か

ら

官

僚

人

事

は

切

り

離

す

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

。

官

僚

の

中

立

性

・

専

門

性

を

保

つ

こ

と

な

く

し

て

は

聖

域

な

き

調

査

に

踏

み

込

む

の

は

難

し

い

の

で

は

な

い

か

。

自

民

党

派

閥

の

政

治

資

金

パ

ー

テ

ィ

ー

裏

金

課

税

問

題

を

考

え

る

と

き

、

強

く

思

う

。

（

Ａ

）

　

令

和

６

年

分

所

得

税

の

定

額

減

税

は

６

年

の

合

計

所

得

金

額

が

１

８

０

５

万

円

（

給

与

収

入

の

み

な

ら

２

０

０

０

万

円

に

相

当

）

を

超

え

る

こ

と

が

見

込

ま

れ

、

所

得

制

限

で

定

額

減

税

の

対

象

と

は

な

ら

な

い

見

込

み

の

人

で

も

、

給

与

支

払

者

の

も

と

で

勤

務

し

て

お

り

基

準

日

在

職

者

に

該

当

す

る

場

合

は

月

次

減

税

の

対

象

と

な

る

。

た

だ

、

給

与

収

入

が

２

０

０

０

万

円

以

下

だ

が

、

他

に

所

得

が

あ

り

合

計

所

得

金

額

が

１

８

０

５

万

円

を

超

え

る

人

は

年

調

減

税

の

適

用

が

受

け

ら

れ

ず

、

年

末

調

整

の

際

に

月

次

減

税

時

に

差

し

引

い

て

い

た

減

税

額

の

精

算

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ま

た

、

主

た

る

給

与

の

支

払

者

か

ら

の

給

与

収

入

が

２

０

０

０

万

円

を

超

え

る

人

は

年

末

調

整

の

対

象

と

な

ら

な

い

の

で

、

確

定

申

告

の

際

に

最

終

的

な

年

間

の

所

得

税

額

と

月

次

減

税

時

に

差

し

引

い

て

い

た

減

税

額

の

精

算

を

行

う

。

　

内

閣

官

房

は

�

日

、

定

額

減

税

と

減

税

前

の

税

額

が

少

な

く

、

定

額

減

税

が

し

き

れ

な

い

と

見

込

ま

れ

る

人

な

ど

に

対

し

て

給

付

す

る

給

付

金

に

つ

い

て

一

体

的

に

内

容

を

確

認

で

き

る

サ

イ

ト

を

開

設

し

た

。

定

額

減

税

は

所

得

税

の

減

税

が

財

務

省

・

国

税

庁

、

住

民

税

の

減

税

が

総

務

省

、

給

付

措

置

は

内

閣

官

房

等

と

い

っ

た

よ

う

な

形

で

担

当

が

各

省

庁

に

ま

た

が

っ

て

い

る

お

り

、

全

体

像

の

把

握

が

難

し

く

な

っ

て

い

た

面

が

あ

る

。

同

サ

イ

ト

で

は

、

対

象

者

別

に

ど

こ

に

ア

ク

セ

ス

す

れ

ば

、

ど

の

よ

う

な

情

報

が

得

ら

れ

る

か

が

わ

か

り

や

す

く

示

さ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

「

令

和

６

年

分

所

得

税

の

定

額

減

税

Ｑ

＆

Ａ

」

を

更

新

し

た

。

給

与

の

増

額

改

訂

が

あ

っ

た

場

合

の

対

応

や

月

次

減

税

時

や

年

調

減

税

時

の

計

算

に

含

め

る

配

偶

者

や

扶

養

親

族

の

氏

名

等

の

提

出

を

所

定

の

様

式

以

外

で

受

け

て

も

よ

い

か

な

ど

新

た

に

８

問

が

追

加

さ

れ

て

い

る

。

　

経

済

産

業

省

は

�

日

、

「

年

収

の

壁

」

へ

の

対

策

と

し

て

社

会

保

険

適

用

促

進

手

当

の

支

給

を

検

討

し

て

い

る

事

業

者

に

賃

上

げ

促

進

税

制

の

検

討

を

促

す

お

知

ら

せ

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

同

対

策

と

し

て

、

事

業

者

が

パ

ー

ト

従

業

員

の

保

険

負

担

を

軽

減

す

る

た

め

に

社

会

保

険

適

用

促

進

手

当

を

支

給

す

る

場

合

（

事

業

者

が

独

自

に

社

会

保

険

に

加

入

済

み

の

パ

ー

ト

従

業

員

に

対

し

て

同

手

当

を

支

給

す

る

場

合

も

含

む

）

、

当

該

手

当

は

、

助

成

金

の

額

を

除

き

、

賃

上

げ

促

進

税

制

の

給

与

等

支

給

額

に

含

め

る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

企

業

が

独

自

に

支

給

す

る

１

年

目

は

、

そ

の

分

、

給

与

等

支

給

額

が

増

加

し

、

賃

上

げ

促

進

税

制

の

適

用

条

件

を

満

た

す

こ

と

に

寄

与

す

る

と

し

て

い

る

。

　

年

収

の

壁

対

策

と

し

て

、

昨

年

�

月

か

ら

キ

ャ

リ

ア

ア

ッ

プ

助

成

金

に

「

社

会

保

険

適

用

時

処

遇

改

善

コ

ー

ス

」

が

新

設

さ

れ

、

労

働

者

１

人

に

つ

き

最

大

�

万

円

が

助

成

さ

れ

る

。

労

働

者

を

新

た

に

社

会

保

険

に

加

入

さ

せ

る

と

と

も

に

、

収

入

を

増

加

さ

せ

る

取

組

み

を

行

っ

た

事

業

主

に

助

成

す

る

も

の

で

、

例

え

ば

、

手

当

等

支

給

メ

ニ

ュ

ー

の

場

合

、

事

業

主

が

労

働

者

に

社

会

保

険

を

適

用

さ

せ

る

際

に

、

社

会

保

険

適

用

促

進

手

当

の

支

給

等

に

よ

り

労

働

者

の

収

入

を

増

加

さ

せ

る

場

合

に

助

成

さ

れ

る

。

　

社

会

保

険

適

用

促

進

手

当

と

は

、

短

時

間

労

働

者

へ

の

社

会

保

険

の

適

用

を

促

進

す

る

た

め

、

労

働

者

が

社

会

保

険

に

加

入

す

る

に

あ

た

り

、

事

業

主

が

労

働

者

の

保

険

料

負

担

を

軽

減

す

る

た

め

に

支

給

す

る

も

の

。

給

与

・

賞

与

と

は

別

に

支

給

さ

れ

、

新

た

に

発

生

し

た

本

人

負

担

分

の

保

険

料

相

当

額

を

上

限

と

し

て

、

保

険

料

算

定

の

基

礎

と

な

る

標

準

報

酬

月

額

・

標

準

賞

与

額

の

算

定

に

考

慮

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

（

最

大

２

年

間

）

。

　

ま

た

、

事

業

所

内

で

の

バ

ラ

ン

ス

を

考

慮

し

、

事

業

主

が

同

一

事

業

所

内

で

同

じ

条

件

で

働

く

他

の

労

働

者

に

も

同

水

準

の

手

当

を

特

例

的

に

支

給

す

る

場

合

に

は

、

同

様

の

取

扱

い

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

例

え

ば

、

す

で

に

社

会

保

険

に

加

入

済

み

の

パ

ー

ト

従

業

員

で

あ

っ

て

も

、

標

準

報

酬

月

額

�

・

４

万

円

以

下

の

場

合

は

、

社

会

保

険

適

用

促

進

手

当

の

特

例

の

対

象

と

な

る

。

そ

の

た

め

、

助

成

金

の

対

象

に

は

な

ら

な

い

が

、

当

該

従

業

員

に

対

し

、

企

業

の

判

断

に

よ

り

独

自

に

社

会

保

険

適

用

促

進

手

当

を

支

給

す

る

こ

と

も

で

き

る

。

　

な

お

、

社

会

保

険

料

の

算

定

で

標

準

報

酬

月

額

等

に

含

め

な

い

と

す

る

社

会

保

険

適

用

促

進

手

当

の

特

例

は

、

厚

生

年

金

保

険

、

健

康

保

険

の

標

準

報

酬

の

算

定

の

み

に

係

る

取

扱

い

と

な

っ

て

い

る

。

　

定

額

減

税

に

お

け

る

月

次

減

税

（

６

年

６

月

以

後

の

各

月

に

給

与

等

か

ら

行

う

減

税

額

の

控

除

）

は

基

準

日

在

職

者

（

６

年

６

月

１

日

現

在

、

給

与

の

支

払

者

の

も

と

で

勤

務

し

て

い

る

人

の

う

ち

、

給

与

等

の

源

泉

徴

収

に

お

い

て

源

泉

徴

収

税

額

表

の

甲

欄

が

適

用

さ

れ

る

居

住

者

）

で

あ

れ

ば

、

最

終

的

に

定

額

減

税

の

対

象

と

は

な

ら

な

い

人

で

あ

っ

て

も

対

象

と

な

る

。

こ

れ

ら

の

者

に

は

６

年

分

の

所

得

税

に

係

る

合

計

所

得

金

額

が

１

８

０

５

万

円

を

超

え

る

た

め

定

額

減

税

の

適

用

を

受

け

な

い

と

見

込

ま

れ

る

人

、

６

年

中

の

主

た

る

給

与

の

収

入

金

額

が

２

０

０

０

万

円

を

超

え

る

た

め

年

末

調

整

を

受

け

な

い

こ

と

に

な

る

と

見

込

ま

れ

る

人

が

含

ま

れ

る

。

　

こ

の

う

ち

、

①

給

与

収

入

が

２

０

０

０

万

円

以

下

で

も

給

与

か

ら

以

外

に

所

得

が

あ

っ

て

合

計

所

得

金

額

が

１

８

０

５

万

円

を

超

え

る

人

は

、

年

調

減

税

（

年

末

調

整

の

際

に

年

調

所

得

税

額

か

ら

行

う

定

額

減

税

額

の

控

除

）

の

適

用

が

受

け

ら

れ

な

い

の

で

、

年

末

調

整

の

際

に

月

次

減

税

で

控

除

し

た

額

の

精

算

を

行

う

。

　

ま

た

、

②

主

た

る

給

与

の

支

払

者

か

ら

の

給

与

収

入

が

２

０

０

０

万

円

を

超

え

る

人

は

、

そ

も

そ

も

年

末

調

整

の

対

象

と

な

ら

な

い

の

で

、

確

定

申

告

で

最

終

的

な

年

間

の

所

得

税

額

と

定

額

減

税

額

と

の

精

算

を

行

う

こ

と

と

な

る

。

　

国

税

庁

が

公

表

し

て

い

る

令

和

６

年

分

所

得

税

の

定

額

減

税

Ｑ

＆

Ａ

に

よ

る

と

、

①

に

該

当

は

す

る

も

の

の

、

②

に

は

該

当

し

な

い

人

は

、

例

え

ば

給

与

収

入

が

１

９

０

０

万

円

（

給

与

所

得

１

７

０

５

万

円

）

で

、

不

動

産

所

得

が

２

０

０

万

円

の

人

の

こ

と

を

指

す

。

　

な

お

、

同

Ｑ

＆

Ａ

の

２

―

４

「

給

与

所

得

者

に

お

け

る

定

額

減

税

の

適

用

選

択

権

の

有

無

」

で

は

、

給

与

所

得

者

が

主

た

る

給

与

の

支

払

者

の

も

と

で

定

額

減

税

の

適

用

を

受

け

る

か

受

け

な

い

か

を

自

分

で

選

択

す

る

こ

と

が

で

き

る

か

否

か

に

つ

い

て

質

問

が

あ

る

。

こ

の

回

答

で

は

、

基

準

日

在

職

者

は

一

律

に

主

た

る

給

与

の

支

払

者

の

も

と

で

定

額

減

税

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

に

な

り

、

自

分

で

定

額

減

税

の

適

用

を

受

け

る

か

受

け

な

い

か

を

選

択

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

今

号

で

は

、

税

理

士

の

小

田

満

氏

に

登

場

い

た

だ

い

た

。

小

田

氏

は

国

税

庁

の

所

得

税

畑

で

約

�

年

間

勤

務

し

、

多

く

の

通

達

改

正

な

ど

に

携

わ

っ

た

。

ま

た

、

税

務

署

長

時

代

に

は

、

現

在

の

署

外

会

場

の

モ

デ

ル

を

構

想

、

当

時

を

振

り

返

る

と

と

と

も

に

、

後

輩

た

ち

に

ア

ド

バ

イ

ス

を

贈

っ

た

。

　小田満（おだ・みつる）氏の略歴

　昭和�年税務大学校本科卒業、�

年同研究科卒業、国税庁勤務�年の

後、町田・横浜南・板橋の各税務署長

を経て、平成�年税理士登録。�年度

・�年度税理士試験委員。行政書士

・事業承継コンサルタントも務める。

　川田剛（かわだ・ごう）氏の略歴

　柏原税務署長、国税庁国際業務室

長、国税庁管理課長、仙台国税局長

などを経て退官、国士舘大学教授、

明治大学大学院グローバルビジネス

研究科教授などを歴任。現在は税理

士法人川田事務所代表社員税理士。

●

税

務

職

員

へ

　

川

田

　

先

生

は

ど

ち

ら

の

ご

出

身

で

、

ど

う

い

う

経

緯

で

税

務

職

員

に

な

ら

れ

た

の

か

お

伺

い

し

ま

す

。

　

小

田

　

私

が

生

ま

れ

た

の

は

宮

崎

県

の

延

岡

市

で

す

。

高

校

を

卒

業

し

て

進

路

を

決

め

る

こ

と

に

な

る

わ

け

で

、

地

元

に

工

場

の

あ

る

旭

化

成

と

か

県

庁

、

市

役

所

な

ど

が

候

補

に

あ

り

ま

し

た

。

し

か

し

、

担

任

の

先

生

が

税

務

職

を

受

験

し

ろ

と

。

私

の

こ

と

を

よ

く

知

っ

て

い

る

先

生

が

せ

っ

か

く

勧

め

て

く

れ

る

ん

だ

か

ら

と

思

っ

て

受

験

し

ま

し

た

。

　

川

田

　

そ

う

す

る

と

研

修

所

は

ど

ち

ら

で

し

た

か

。

熊

本

で

す

か

。

　

小

田

　

東

京

で

し

た

。

　

川

田

　

最

初

に

配

属

に

な

っ

た

事

務

系

統

は

ど

う

だ

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

。

　

小

田

　

最

初

か

ら

所

得

税

で

、

立

川

と

渋

谷

、

川

崎

北

の

３

か

所

の

税

務

署

に

行

き

ま

し

た

。

川

崎

北

へ

行

っ

た

と

き

に

本

科

を

受

験

し

ま

し

た

。

一

生

懸

命

勉

強

し

た

お

か

げ

で

優

等

賞

を

も

ら

い

ま

し

た

。

３

月

の

本

科

卒

業

時

の

解

散

会

の

時

に

、

私

の

担

任

じ

ゃ

な

い

知

ら

な

い

先

生

が

来

て

「

君

は

国

税

庁

か

ら

お

呼

び

が

か

か

っ

て

い

る

」

と

言

う

ん

で

す

よ

ね

。

私

は

希

望

し

た

つ

も

り

は

な

い

し

、

担

任

も

知

ら

な

い

こ

と

で

、

勤

務

先

の

税

務

署

も

知

ら

な

か

っ

た

よ

う

で

す

。

全

く

突

然

の

こ

と

で

し

た

。

●

国

税

庁

勤

務

時

代

　

川

田

　

国

税

庁

で

の

配

属

は

ど

ち

ら

で

し

た

か

。

　

小

田

　

４

月

異

動

で

、

所

得

税

課

の

配

属

は

、

１

係

で

し

た

。

１

係

に

４

年

い

て

研

究

科

へ

行

く

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

戻

っ

て

き

た

ら

審

理

係

だ

と

言

わ

れ

て

、

そ

れ

か

ら

審

理

係

が

ず

っ

と

長

か

っ

た

で

す

ね

。

審

理

係

を

ず

っ

と

や

っ

て

係

長

に

な

る

と

き

に

総

務

係

長

に

な

っ

て

、

そ

こ

か

ら

戻

っ

て

審

理

係

長

を

や

り

、

そ

の

後

３

係

担

当

の

企

画

専

門

官

を

や

り

、

課

長

補

佐

を

２

係

担

当

と

企

画

担

当

を

や

り

ま

し

た

。

そ

ん

な

こ

と

で

、

事

務

系

統

と

し

て

は

国

税

庁

の

所

得

税

課

の

中

の

も

の

は

全

部

や

っ

た

こ

と

に

な

る

ん

で

す

。

そ

の

５

年

後

に

２

年

間

出

戻

り

し

ま

し

た

の

で

、

合

わ

せ

て

約

�

年

間

、

様

々

な

思

い

出

が

あ

り

ま

す

。

●

税

務

署

で

の

勤

務

　

川

田

　

国

税

庁

の

所

得

税

課

か

ら

は

ど

ち

ら

へ

転

出

さ

れ

た

の

で

す

か

。

　

小

田

　

豊

島

税

務

署

の

個

人

担

当

の

副

署

長

を

２

年

間

や

り

ま

し

た

。

あ

の

頃

は

、

確

定

申

告

と

い

う

と

税

務

署

の

敷

地

内

に

プ

レ

ハ

ブ

を

建

て

て

い

ま

し

た

ね

。

　

川

田

　

そ

の

後

、

税

務

署

長

も

い

く

つ

か

さ

れ

た

と

思

う

の

で

す

が

、

印

象

に

残

っ

た

こ

と

が

あ

れ

ば

教

え

て

く

だ

さ

い

。

　

小

田

　

町

田

と

横

浜

南

、

板

橋

の

３

か

所

。

横

浜

南

は

２

年

や

り

ま

し

た

。

最

初

は

、

町

田

署

で

す

。

町

田

と

い

う

と

こ

ろ

は

、

八

王

子

と

横

浜

を

つ

な

ぐ

シ

ル

ク

ロ

ー

ド

の

中

継

点

で

、

昔

か

ら

交

通

の

要

所

で

も

あ

っ

た

わ

け

で

す

が

、

税

務

署

の

駐

車

場

は

狭

く

て

、

確

定

申

告

の

と

き

に

困

る

。

そ

こ

で

、

駐

車

場

が

な

い

な

ら

駐

車

場

を

借

り

た

ら

ど

う

だ

と

い

う

こ

と

で

、

着

任

早

々

か

ら

あ

ち

こ

ち

場

所

探

し

を

し

ま

し

た

。

町

田

に

は

市

長

が

代

表

の

「

ぽ

っ

ぽ

町

田

」

と

い

う

駐

車

場

ビ

ル

が

あ

り

、

そ

の

１

階

と

地

下

に

は

会

議

や

イ

ベ

ン

ト

が

で

き

る

会

場

も

あ

る

、

結

局

こ

こ

し

か

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

い

ろ

い

ろ

交

渉

し

て

、

確

定

申

告

署

外

会

場

と

し

て

、

確

定

申

告

期

間

限

定

で

借

り

上

げ

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

こ

う

し

て

署

外

会

場

の

下

敷

を

作

っ

て

転

勤

し

ま

し

た

。

こ

の

署

外

会

場

は

成

功

し

ま

し

た

。

も

う

�

年

続

い

て

い

る

ん

で

す

よ

ね

。

あ

れ

か

ら

ず

っ

と

。

　

横

浜

南

署

の

こ

ろ

の

環

境

は

、

町

田

署

の

こ

ろ

よ

り

進

化

し

て

い

て

、

で

き

る

だ

け

税

務

署

に

納

税

者

が

行

か

な

い

で

済

む

よ

う

に

、

電

子

申

告

の

普

及

が

最

大

の

課

題

に

な

っ

て

い

ま

し

た

。

し

か

し

、

当

時

の

ソ

フ

ト

は

使

い

勝

手

が

非

常

に

悪

い

上

に

、

研

修

体

制

が

杜

撰

と

し

か

い

い

よ

う

が

な

く

、

ど

こ

の

税

務

署

も

大

変

苦

労

し

て

い

ま

し

た

。

自

社

商

品

の

知

識

が

全

く

な

い

外

交

員

が

自

社

商

品

の

売

上

ノ

ル

マ

を

課

さ

れ

て

い

る

よ

う

な

状

態

で

し

た

の

で

、

自

前

の

簡

単

な

マ

ニ

ュ

ア

ル

を

作

る

な

ど

工

夫

し

た

も

の

で

す

。

板

橋

署

に

お

い

て

も

同

様

で

し

た

。

●

通

達

改

正

に

つ

い

て

　

川

田

　

話

は

戻

り

ま

す

が

、

国

税

庁

時

代

、

医

療

費

控

除

の

関

係

で

エ

ピ

ソ

ー

ド

が

あ

る

と

伺

い

ま

し

た

が

、

そ

れ

に

つ

い

て

教

え

て

く

だ

さ

い

。

　

小

田

　

医

療

費

控

除

で

い

え

ば

、

昭

和

�

年

の

「

大

人

用

お

む

つ

の

購

入

費

用

」

で

す

ね

。

こ

の

長

官

通

達

の

日

付

が

�

月

�

日

で

ク

リ

ス

マ

ス

プ

レ

ゼ

ン

ト

な

ん

で

す

。

　

当

時

、

お

む

つ

に

医

療

費

控

除

を

認

め

る

と

い

う

話

は

な

か

っ

た

と

思

う

の

で

す

が

、

急

き

ょ

、

国

会

対

応

上

認

め

る

べ

き

と

の

事

態

に

な

っ

て

い

た

よ

う

で

す

。

主

税

局

の

担

当

者

は

、

寝

た

き

り

状

態

で

お

む

つ

の

必

要

な

人

に

は

、

障

害

者

控

除

が

あ

る

か

ら

い

い

ん

だ

と

い

う

わ

け

で

す

ね

。

し

か

し

、

お

金

の

か

か

る

障

害

者

と

か

か

ら

な

い

障

害

者

が

い

る

、

そ

れ

を

ひ

と

ま

と

め

に

し

て

障

害

者

控

除

だ

け

と

い

う

の

は

い

か

が

な

も

の

か

と

考

え

る

こ

と

も

で

き

る

。

そ

こ

で

、

「

お

む

つ

使

用

証

明

書

」

で

、

医

師

に

よ

る

治

療

を

受

け

る

た

め

直

接

必

要

な

費

用

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

も

の

に

つ

い

て

は

、

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

り

ま

す

と

、

そ

れ

で

突

っ

走

っ

た

ん

で

す

。

　

そ

の

後

そ

の

例

に

倣

っ

て

、

人

工

肛

門

等

の

装

具

や

温

泉

療

法

の

費

用

な

ど

も

対

象

と

す

る

通

達

を

発

遣

す

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。
●

後

輩

た

ち

へ

の

　

ア

ド

バ

イ

ス

　

川

田

　

最

後

に

、

後

輩

や

税

理

士

へ

の

ア

ド

バ

イ

ス

を

お

願

い

し

ま

す

。

　

小

田

　

例

え

ば

法

人

税

事

務

系

統

出

身

の

Ｏ

Ｂ

税

理

士

で

、

調

査

立

合

い

な

ら

で

き

る

が

申

告

書

審

理

は

無

理

な

ん

て

人

が

い

ま

す

。

税

理

士

に

な

っ

た

の

で

あ

れ

ば

、

法

人

税

だ

け

じ

ゃ

な

く

所

得

税

、

源

泉

所

得

税

、

消

費

税

、

相

続

税

、

贈

与

税

、

地

方

税

も

あ

る

わ

け

で

す

か

ら

、

あ

れ

こ

れ

自

分

の

都

合

を

言

っ

て

い

る

場

合

じ

ゃ

な

い

だ

ろ

う

と

思

い

ま

す

。

税

理

士

を

開

業

し

た

と

し

て

も

、

一

人

前

の

税

理

士

に

な

る

に

は

少

な

く

と

も

５

年

の

経

験

は

必

要

だ

と

思

い

ま

す

か

ら

、

基

本

的

な

こ

と

は

現

職

の

う

ち

か

ら

早

め

早

め

に

勉

強

し

な

き

ゃ

い

け

な

い

と

思

い

ま

す

。

　

異

業

種

を

開

業

す

る

に

し

て

も

、

趣

味

を

す

る

に

し

て

も

、

そ

れ

な

り

の

覚

悟

が

必

要

だ

と

思

い

ま

す

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

中

小

企

業

庁

は

�

日

、

法

人

で

あ

る

中

小

企

業

者

が

一

定

の

要

件

を

満

た

し

た

場

合

、

保

証

料

率

の

上

乗

せ

を

条

件

に

保

証

人

に

よ

る

保

証

を

提

供

し

な

い

こ

と

を

選

択

で

き

る

信

用

保

証

制

度

等

を

創

設

し

、

同

日

か

ら

保

証

申

込

の

受

付

を

開

始

し

た

と

発

表

し

た

。

具

体

的

に

、

①

事

業

者

選

択

型

経

営

者

保

証

非

提

供

制

度

（

横

断

的

制

度

）

、

②

事

業

者

選

択

型

経

営

者

保

証

非

提

供

促

進

特

別

保

証

制

度

（

国

補

助

制

度

）

、

③

プ

ロ

パ

ー

融

資

借

換

特

別

保

証

制

度

を

そ

れ

ぞ

れ

創

設

し

た

。

中

小

企

業

の

４

割

が

利

用

し

て

い

る

信

用

保

証

制

度

で

経

営

者

保

証

に

依

存

し

な

い

融

資

慣

行

の

確

立

を

さ

ら

に

加

速

さ

せ

、

中

小

企

業

の

事

業

の

発

展

を

後

押

し

す

る

。

納税額の上限（法定納期限当日に自動ダイレクト）

法定納期限当日に

申告手続をする日

納税額

令和６年４月１日～

令和８年３月�日

１，０００万円以下

令和８年４月１日～

令和�年３月�日

３，０００万円以下

令和�年４月１日以降 １億円以下

　

政

府

は

�

日

、

「

中

堅

企

業

成

長

促

進

パ

ッ

ケ

ー

ジ

」

を

公

表

し

た

。

こ

れ

は

、

国

内

で

事

業

・

投

資

を

拡

大

し

、

地

域

で

の

賃

上

げ

に

も

貢

献

し

て

い

る

重

要

な

存

在

で

あ

る

「

中

堅

企

業

」

の

成

長

を

促

進

す

る

た

め

、

各

省

庁

に

お

け

る

中

堅

企

業

の

成

長

促

進

に

特

に

効

果

的

な

�

の

施

策

を

厳

選

し

、

ま

と

め

た

も

の

。

　

今

回

、

①

国

内

投

資

拡

大

・

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

の

促

進

、

②

良

質

な

雇

用

の

実

現

、

③

外

需

獲

得

（

グ

ロ

ー

バ

ル

展

開

・

イ

ン

バ

ウ

ン

ド

取

込

）

の

支

援

等

、

④

経

営

基

盤

の

強

化

・

整

備

の

重

点

４

本

柱

を

も

と

に

施

策

を

と

り

ま

と

め

、

パ

ッ

ケ

ー

ジ

に

掲

載

し

て

い

る

�

施

策

を

含

め

、

全

部

で

�

府

省

庁

１

９

０

施

策

が

登

録

さ

れ

た

。

　

政

府

は

、

今

年

を

「

中

堅

企

業

元

年

」

と

し

、

現

在

開

催

し

て

い

る

通

常

国

会

に

、

常

時

使

用

す

る

従

業

員

の

数

が

２

０

０

０

人

以

下

で

、

中

小

企

業

に

は

該

当

し

な

い

会

社

等

を

「

中

堅

企

業

者

」

と

定

義

す

る

こ

と

を

盛

り

込

ん

だ

産

業

競

争

力

強

化

法

な

ど

の

改

正

案

を

提

出

し

て

い

る

。

　

パ

ッ

ケ

ー

ジ

の

中

の

税

制

に

関

す

る

も

の

を

見

て

み

る

と

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

法

案

に

も

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

「

大

規

模

投

資

促

進

の

た

め

の

地

域

未

来

投

資

促

進

税

制

の

拡

充

」

（

①

国

内

投

資

拡

大

・

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

の

促

進

）

、

「

賃

上

げ

促

進

税

制

に

お

け

る

中

堅

企

業

枠

の

創

設

」

（

②

良

質

な

雇

用

の

実

現

）

、

「

中

堅

・

中

小

グ

ル

ー

プ

化

税

制

（

中

小

企

業

事

業

再

編

投

資

損

失

準

備

金

の

拡

充

及

び

延

長

）

」

（

④

経

営

基

盤

の

強

化

・

整

備

）

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

中

堅

・

中

小

企

業

が

工

場

等

の

拠

点

を

新

設

す

る

場

合

や

大

規

模

な

設

備

投

資

を

行

う

場

合

の

「

大

規

模

投

資

を

支

援

す

る

総

額

３

０

０

０

億

円

の

補

助

金

」

や

、

経

営

課

題

の

解

決

に

資

す

る

ハ

イ

レ

ベ

ル

人

材

と

企

業

の

マ

ッ

チ

ン

グ

を

支

援

す

る

た

め

の

「

地

域

企

業

に

お

け

る

デ

ジ

タ

ル

人

材

等

の

確

保

支

援

」

な

ど

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

書

面

添

付

制

度

の

手

引

（

制

度

概

要

・

解

説

編

）

」

を

改

訂

し

公

表

し

た

。

今

回

の

改

訂

は

、

令

和

４

年

の

税

理

士

法

改

正

に

よ

り

、

税

理

士

法

�

条

の

２

に

規

定

さ

れ

る

書

面

の

名

称

お

よ

び

記

載

項

目

が

一

部

改

正

さ

れ

る

と

と

も

に

、

相

続

税

や

贈

与

税

の

申

告

時

に

用

い

ら

れ

る

書

面

の

様

式

が

新

設

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

所

要

の

見

直

し

が

行

わ

れ

た

も

の

。

　

同

手

引

は

、

書

面

添

付

制

度

の

概

要

、

過

去

の

改

正

点

、

税

理

士

と

し

て

の

対

応

お

よ

び

添

付

書

面

の

記

載

例

な

ど

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

、

平

成

�

年

に

日

税

連

が

取

り

ま

と

め

た

。

　

今

回

の

改

訂

で

は

、

６

年

４

月

か

ら

の

相

続

税

・

贈

与

税

に

対

応

す

る

「

申

告

書

の

作

成

に

関

す

る

計

算

事

項

等

記

載

書

面

」

「

申

告

書

に

関

す

る

審

査

事

項

等

記

載

書

面

」

な

ど

の

様

式

を

示

す

な

ど

し

て

い

る

。

　

令

和

６

年

４

月

か

ら

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

の

新

た

な

機

能

と

し

て

「

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

」

が

始

ま

る

。

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

等

デ

ー

タ

を

送

信

す

る

際

に

、

必

要

事

項

に

チ

ェ

ッ

ク

す

る

だ

け

で

、

各

申

告

手

続

の

法

定

納

期

限

当

日

に

自

動

的

に

口

座

引

落

し

に

よ

り

納

付

が

で

き

る

も

の

。

法

定

納

期

限

当

日

に

申

告

手

続

を

し

た

場

合

は

、

翌

取

引

日

と

な

る

。

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

�

日

に

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

の

告

知

が

さ

れ

て

お

り

、

概

要

や

Ｑ

＆

Ａ

、

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

等

デ

ー

タ

を

送

信

す

る

画

面

で

「

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

」

の

項

目

が

表

示

さ

れ

、

チ

ェ

ッ

ク

ボ

ッ

ク

ス

に

チ

ェ

ッ

ク

を

付

け

る

こ

と

で

利

用

可

能

と

な

る

。

な

お

、

チ

ェ

ッ

ク

を

付

け

る

と

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

が

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

の

利

用

が

可

能

か

を

判

定

す

る

。

　

利

用

条

件

は

、

①

６

年

４

月

１

日

以

降

、

法

定

納

期

限

が

到

来

す

る

申

告

手

続

、

②

法

定

納

期

限

内

に

申

告

手

続

を

す

る

場

合

と

な

っ

て

お

り

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

、

具

体

的

な

対

象

申

告

手

続

の

ほ

か

、

申

請

等

に

よ

り

申

告

期

限

を

延

長

し

て

い

る

者

な

ど

、

利

用

で

き

な

い

場

合

も

示

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

注

意

事

項

と

し

て

、

法

定

納

期

限

当

日

に

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

の

手

続

を

し

た

場

合

は

、

表

の

と

お

り

、

納

税

額

に

制

限

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

①

は

信

用

保

証

付

融

資

で

一

定

の

要

件

を

備

え

た

中

小

企

業

者

が

保

証

料

率

の

上

乗

せ

を

条

件

と

し

て

経

営

者

保

証

を

提

供

し

な

い

こ

と

を

選

択

で

き

る

制

度

。

こ

の

制

度

を

さ

ま

ざ

ま

な

信

用

保

証

付

融

資

に

適

用

す

る

こ

と

で

、

経

営

者

保

証

を

提

供

す

る

こ

と

な

く

融

資

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

。

　

適

用

に

当

た

っ

て

は

、

⒜

直

近

の

決

算

で

債

務

超

過

で

な

い

（

純

資

産

の

額

が

ゼ

ロ

以

上

で

あ

る

）

こ

と

ま

た

は

⒝

直

近

２

期

の

決

算

で

減

価

償

却

前

経

常

利

益

が

連

続

し

て

赤

字

で

な

い

こ

と

―

―

な

ど

複

数

あ

る

要

件

を

す

べ

て

満

た

す

必

要

が

あ

る

。

⒜

と

⒝

の

要

件

の

両

方

を

満

た

す

場

合

は

信

用

保

証

協

会

所

定

の

保

証

料

率

に

０

・

�

％

上

乗

せ

、

⒜

と

⒝

の

要

件

の

い

ず

れ

か

一

方

を

満

た

す

場

合

ま

た

は

法

人

の

設

立

後

２

事

業

年

度

の

決

算

が

な

い

場

合

は

信

用

保

証

協

会

所

定

の

保

証

料

率

に

０

・

�

％

上

乗

せ

と

な

る

。

対

象

と

な

る

保

証

は

、

無

担

保

保

険

（

限

度

額

８

０

０

０

万

円

）

に

係

る

保

証

な

ど

。

　

②

は

①

の

横

断

的

制

度

の

活

用

を

一

気

に

加

速

さ

せ

る

た

め

、

令

和

９

年

３

月

末

ま

で

の

時

限

措

置

と

し

て

、

上

乗

せ

さ

れ

る

保

証

料

率

の

一

部

を

国

が

補

助

す

る

信

用

保

証

制

度

。

保

証

申

込

日

に

応

じ

て

、

０

・

�

％

～

０

・

�

％

に

相

当

す

る

額

を

国

が

補

助

す

る

。

　

③

は

経

営

者

保

証

を

求

め

な

い

取

組

に

よ

る

信

用

収

縮

を

防

止

し

、

民

間

金

融

機

関

で

の

取

組

み

の

浸

透

を

促

す

た

め

に

、

例

外

的

に

既

往

の

、

信

用

保

証

協

会

の

保

証

を

付

さ

な

い

融

資

で

あ

る

プ

ロ

パ

ー

融

資

（

経

営

者

保

証

あ

り

）

か

ら

信

用

保

証

付

き

融

資

（

経

営

者

保

証

な

し

）

へ

の

借

換

を

認

め

る

保

証

制

度

。

②

と

同

じ

く

９

年

３

月

末

ま

で

の

時

限

措

置

と

な

っ

て

い

る

。

資

産

超

過

で

あ

る

こ

と

や

Ｅ

Ｂ

Ｉ

Ｔ

Ｄ

Ａ

有

利

子

負

債

倍

率

が

�

倍

以

内

で

あ

る

こ

と

な

ど

四

つ

の

要

件

を

す

べ

て

満

た

す

と

適

用

で

き

、

保

証

料

率

は

０

・

�

％

～

１

・

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

日

本

商

工

会

議

所

（

小

林

健

会

頭

）

は

�

日

、

法

人

版

事

業

承

継

税

制

の

周

知

チ

ラ

シ

「

え

!?

贈

与

税

・

相

続

税

の

負

担

ゼ

ロ

は

イ

マ

だ

け

!?

経

営

の

承

継

は

ア

ナ

タ

が

決

め

る

�

事

業

承

継

税

制

の

特

例

が

あ

る

今

こ

そ

対

策

を

�

」

を

公

表

し

た

。

　

こ

れ

は

、

事

業

承

継

税

制

の

特

例

措

置

が

令

和

９

年

�

月

�

日

で

適

用

期

限

を

迎

え

る

こ

と

を

見

据

え

、

よ

り

多

く

の

事

業

者

に

で

き

る

限

り

早

期

に

制

度

を

活

用

し

て

も

ら

う

た

め

に

作

成

し

た

も

の

。

６

年

度

税

制

改

正

で

は

、

同

税

制

の

特

例

措

置

を

活

用

す

る

た

め

の

事

前

エ

ン

ト

リ

ー

期

限

が

、

２

年

延

長

（

８

年

３

月

�

日

ま

で

）

さ

れ

る

。

　

こ

れ

ま

で

の

特

例

措

置

の

エ

ン

ト

リ

ー

件

数

は

約

１

万

５

０

０

０

件

と

な

っ

て

お

り

、

東

京

商

工

会

議

所

が

２

月

末

に

公

表

し

た

「

事

業

承

継

に

関

す

る

実

態

ア

ン

ケ

ー

ト

」

に

よ

る

と

、

「

事

業

承

継

税

制

を

知

ら

な

い

」

と

回

答

し

た

企

業

が

約

４

割

に

上

る

（

３

月

�

日

号

３

面

参

照

）

。

　

周

知

チ

ラ

シ

で

は

、

要

件

を

満

た

せ

ば

贈

与

税

・

相

続

税

を

全

額

免

除

で

き

る

同

税

制

の

メ

リ

ッ

ト

や

リ

ス

ク

を

軽

減

す

る

措

置

な

ど

に

つ

い

て

、

モ

デ

ル

ケ

ー

ス

と

と

も

に

分

か

り

や

す

く

解

説

し

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　役員は、任期満了による場合や病気そ

の他の事情により任期途中で交代になる

ことがあります。今回は役員退任の際に

おける税務上の留意点を中心に解説して

いきます。

１　役員退職金の支給

　役員が退任する場合、役員在任期間中

の職務執行の対価として従業員と同様に

退職金の支給がされることがあります。

　しかし、役員に対する退職金は従業員

に対する退職金と税務上の取扱いが主に

次の点で異なっています。

（１）過大な役員退職金の損金不算入

　一つ目に、役員退職金として支給した

金額が不相当に高額なものと判断された

場合、適正額を上回る部分の金額は損金

不算入とされる可能性があり留意が必要

です。

　役員退職金の適正額は、実務上、最終

報酬月額に勤続年数と功績倍率を乗じた

額で計算するのが一般的です。功績倍率

は役位が上がるに応じて高い値となるこ

とが多いですが、何倍までなら問題ない

といった基準は一概に言えず、高額な退

職金の支給をしていないかの判断の一つ

に同業類似法人の平均値を参考にすると

いった対策が有効と考えられます。

　一方、従業員に対する退職金は、基本

的に支給額が損金算入されますが、役員

の親族といった役員と特殊な関係にある

者については、役員と同様な取扱いとな

りますので留意が必要です。

（２）損金算入時期

　二つ目に、役員に対する退職金の損金

算入の時期は、原則として、株主総会の

決議等によりその額が具体的に確定した

日の属する事業年度となっています。例

外的に、法人がその退職給与の額を支払

った日の属する事業年度において損金経

理をした場合は支払った事業年度の損金

とすることも認められています。

　法人税法上、損金算入が認められるに

は、債務確定されていることが要件にあ

るため、総会決議等でその内容について

承認されることが原則として必要となり

ます。一方で、死亡退職となり退職金を

先に支払い、総会決議が後になるといっ

た場合等、実態に応じた取扱いとして例

外的に「支払った日」の属する事業年度

の損金算入も認められています。他方、

従業員に対する退職金の損金算入時期

は、債務が確定した時となるため、退職

の事実及び退職金の額が確定した時とな

ります。

２　異動届出書の提出

　代表取締役が退任した場合には、税務

上の手続きとして異動届出書の提出が必

要になります。代表取締役の情報は税務

署等へ届出書を提出する際に記載が求め

られているため、代表取締役に変更があ

った場合は、所轄の税務署及び法人が所

在する事務所等の所在地の都道府県、市

区町村に変更内容を届出なければなりま

せん。

　提出時期については、異動等後速やか

に行うこととされています。ただし、都

道府県等への異動届出書には、提出の際

に添付書類として登記事項証明書の写し

を要するため、株主総会等の後に正式に

新しい代表取締役が決まった時点で、登

記事項の変更を法務局に申請し登記が完

了した後に提出することになります。

　また、提出方法については、持参又は

送付の他、ｅ－Ｔａｘ（国税）、ｅＬＴ

ＡＸ（地方税）で電子送信することもで

きます。 （おわり）

▼

仮

装

・

隠

ぺ

い

さ

れ

た

事

実

に

基

づ

き

更

正

請

求

書

を

提

出

し

て

い

た

場

合

の

重

加

算

税

制

度

の

整

備

　

仮

装

・

隠

ぺ

い

し

た

と

こ

ろ

に

基

づ

き

納

税

申

告

書

を

提

出

し

て

い

た

と

き

等

は

、

過

少

申

告

加

算

税

に

代

え

、

重

加

算

税

を

賦

課

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

他

方

、

申

告

後

に

仮

装

・

隠

蔽

し

た

と

こ

ろ

に

基

づ

き

「

更

正

請

求

書

」

を

提

出

し

た

場

合

で

あ

っ

た

と

し

て

も

、

重

加

算

税

を

賦

課

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

　

こ

の

た

め

、

重

加

算

税

の

賦

課

対

象

に

過

少

申

告

加

算

税

ま

た

は

無

申

告

加

算

税

に

代

え

て

課

さ

れ

る

重

加

算

税

の

適

用

対

象

に

、

仮

装

・

隠

ぺ

い

さ

れ

た

事

実

に

基

づ

き

「

更

正

の

請

求

書

」

を

提

出

し

た

場

合

が

加

え

ら

れ

た

（

地

方

税

も

同

様

の

措

置

）

。

　

こ

れ

は

、

「

納

税

申

告

書

の

提

出

」

か

「

更

正

請

求

書

の

提

出

」

と

い

っ

た

税

務

当

局

に

対

す

る

手

続

の

性

質

に

よ

っ

て

、

仮

装

・

隠

ぺ

い

行

為

が

行

わ

れ

た

場

合

の

ペ

ナ

ル

テ

ィ

の

水

準

が

異

な

る

の

は

、

納

税

義

務

違

反

の

発

生

の

防

止

と

い

う

重

加

算

税

の

趣

旨

に

照

ら

し

て

適

切

で

は

な

く

、

更

正

の

請

求

に

係

る

仮

装

・

隠

ぺ

い

行

為

を

未

然

に

抑

止

す

る

必

要

が

あ

る

こ

と

か

ら

措

置

さ

れ

た

。

　

こ

の

改

正

は

、

令

和

７

年

１

月

１

日

以

後

に

法

定

申

告

期

限

等

が

到

来

す

る

国

税

（

地

方

税

）

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

▼

更

正

の

請

求

に

よ

る

消

費

税

還

付

に

係

る

受

還

付

犯

の

適

用

の

見

直

し

　

　

偽

り

そ

の

他

不

正

の

行

為

に

基

づ

き

虚

偽

の

「

申

告

書

」

を

提

出

し

て

消

費

税

の

不

正

還

付

を

受

け

た

者

（

未

遂

も

を

含

む

）

は

、

消

費

税

法

で

�

年

以

下

の

懲

役

ま

た

は

１

０

０

０

万

円

以

下

の

罰

金

を

科

す

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

他

方

、

偽

り

そ

の

他

不

正

行

為

に

基

づ

き

虚

偽

の

「

更

正

の

請

求

書

」

を

提

出

し

て

消

費

税

の

不

正

還

付

を

受

け

た

者

は

、

申

告

書

の

提

出

に

よ

る

不

正

還

付

と

実

質

的

な

違

い

が

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

消

費

税

法

で

罰

則

を

科

す

こ

と

と

さ

れ

て

い

な

い

。

　

こ

の

た

め

、

偽

り

そ

の

他

不

正

の

行

為

に

よ

る

更

正

の

請

求

書

を

提

出

し

て

消

費

税

の

不

正

還

付

を

受

け

た

場

合

も

、

消

費

税

の

不

正

受

還

付

犯

（

未

遂

犯

を

含

む

）

の

対

象

に

加

え

ら

れ

た

（

地

方

税

も

同

様

の

措

置

）

。

　

こ

の

改

正

は

、

法

律

の

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

�

日

を

経

過

し

た

日

以

後

に

し

た

違

反

行

為

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

　

▼

偽

り

そ

の

他

不

正

の

行

為

に

よ

り

国

税

を

免

れ

た

株

式

会

社

の

役

員

等

の

第

二

次

納

税

義

務

の

整

備

　

法

人

が

財

産

を

散

逸

さ

せ

た

上

で

廃

業

す

る

等

に

よ

り

納

税

義

務

を

免

れ

よ

う

と

す

る

事

案

が

散

見

さ

れ

、

調

査

や

滞

納

処

分

を

行

う

段

階

で

は

、

す

で

に

そ

の

法

人

の

財

産

が

残

存

し

て

い

な

い

ケ

ー

ス

が

多

い

。

仮

に

、

代

表

者

等

が

簿

外

財

産

や

不

正

還

付

金

と

い

っ

た

不

正

行

為

に

係

る

財

産

を

創

出

し

、

自

ら

が

当

該

財

産

の

移

転

を

受

け

た

場

合

や

、

自

ら

実

行

し

て

法

人

外

部

へ

移

転

（

散

逸

）

さ

せ

た

場

合

で

も

、

代

表

者

等

に

追

及

で

き

な

い

。

こ

う

し

た

事

案

の

滞

納

国

税

の

徴

収

は

困

難

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

対

応

が

課

題

と

な

っ

て

い

た

。

　

今

回

の

改

正

で

は

、

偽

り

そ

の

他

不

正

の

行

為

に

よ

り

国

税

を

免

れ

、

ま

た

は

不

正

還

付

を

受

け

た

法

人

（

株

式

会

社

・

合

資

会

社

・

合

同

会

社

）

が

、

そ

の

不

正

行

為

に

係

る

財

産

の

移

転

を

行

っ

て

お

り

、

か

つ

、

そ

の

国

税

を

納

付

し

て

い

な

い

場

合

に

は

、

そ

の

法

人

財

産

か

ら

滞

納

国

税

の

全

額

を

徴

収

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

に

限

定

し

た

措

置

と

し

て

、

株

式

�

％

を

保

有

す

る

な

ど

に

よ

り

法

人

を

支

配

し

、

不

正

行

為

を

実

行

し

及

び

移

転

を

受

け

、

ま

た

は

法

人

外

部

へ

財

産

の

移

転

を

実

行

し

た

代

表

者

等

（

役

員

）

に

対

し

て

、

「

そ

の

移

転

を

受

け

た

財

産

」

及

び

「

移

転

が

さ

れ

た

財

産

」

の

価

額

を

限

度

と

し

て

、

不

正

行

為

に

よ

り

免

れ

た

国

税

の

第

二

次

納

税

義

務

を

課

す

こ

と

と

し

た

（

地

方

団

体

の

徴

収

金

に

つ

い

て

も

同

様

の

措

置

）

。

　

こ

の

改

正

は

、

７

年

１

月

１

日

以

後

に

滞

納

と

な

っ

た

一

定

の

国

税

（

地

方

団

体

の

徴

収

金

）

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

（

お

わ

り

）

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

令

和

６

年

度

の

税

制

改

正

に

つ

い

て

、

い

ち

早

く

国

税

・

地

方

税

の

主

要

項

目

を

税

目

別

に

「

改

正

前

の

制

度

の

概

要

」

「

改

正

の

内

容

］

「

適

用

時

期

」

の

構

成

に

よ

り

要

点

を

分

か

り

や

す

く

簡

潔

明

瞭

に

図

表

、

各

種

資

料

を

交

え

て

解

説

。

　

ま

た

、

令

和

５

年

度

税

制

改

正

等

過

年

度

改

正

の

う

ち

、

令

和

６

年

か

ら

適

用

さ

れ

る

主

要

な

項

目

を

税

目

別

に

一

覧

的

に

整

理

し

て

収

載

し

、

令

和

６

年

度

改

正

と

併

せ

て

理

解

・

整

理

で

き

る

構

成

。

　

具

体

的

に

は

、

所

得

税

関

係

で

定

額

減

税

の

実

施

な

ど

、

法

人

税

関

係

で

給

与

等

の

支

給

額

が

増

加

し

た

場

合

の

特

別

税

額

控

除

制

度

（

賃

上

げ

促

進

税

制

）

や

令

和

６

年

度

改

正

に

よ

り

創

設

さ

れ

る

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

ボ

ッ

ク

ス

税

制

な

ど

、

地

方

税

関

係

で

外

形

標

準

課

税

の

適

用

対

象

法

人

の

改

正

な

ど

の

項

目

を

解

説

し

て

い

る

。

　

税

理

士

会

・

法

人

会

・

青

色

申

告

会

等

各

種

研

修

テ

キ

ス

ト

と

し

て

、

ま

た

企

業

の

税

務

経

理

担

当

者

必

携

の

１

冊

。

　

令

和

６

年

度

税

制

改

正

と

令

和

６

年

適

用

事

項

の

要

点

整

理

の

た

め

に

最

適

な

必

備

書

。

　

Ａ

５

判

、

３

９

６

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

５

３

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

遊

技

施

設

を

運

営

す

る

一

般

社

団

法

人

で

あ

る

請

求

人

が

、

収

益

事

業

を

行

っ

て

い

な

い

か

ら

、

確

定

申

告

は

不

要

な

ど

と

主

張

も

、

主

張

が

退

け

ら

れ

た

事

例

。

　

会

員

制

の

遊

技

施

設

を

主

た

る

事

業

と

し

て

運

営

し

て

い

る

一

般

社

団

法

人

で

あ

る

請

求

人

が

、

非

営

利

型

法

人

に

該

当

し

、

収

益

事

業

を

行

っ

て

い

な

い

か

ら

、

法

人

税

等

の

確

定

申

告

は

不

要

だ

っ

た

と

し

て

更

正

の

請

求

を

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

請

求

人

は

、

そ

の

主

た

る

事

業

と

し

て

収

益

事

業

を

行

っ

て

い

る

た

め

非

営

利

型

法

人

に

は

該

当

し

な

い

と

し

て

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

を

行

っ

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

そ

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

そ

の

主

張

を

退

け

る

判

断

を

し

た

（

令

和

５

年

１

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

主

た

る

事

業

を

会

員

制

の

○

○

の

遊

技

施

設

の

運

営

事

業

（

本

件

事

業

）

と

す

る

一

般

社

団

法

人

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

請

求

人

の

所

在

地

に

お

い

て

、

○

○

等

の

施

設

を

所

有

し

て

い

る

。

　

請

求

人

は

、

本

件

各

事

業

年

度

等

の

法

人

税

等

に

つ

い

て

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

　

請

求

人

は

、

請

求

人

は

非

営

利

型

法

人

に

該

当

し

、

収

益

事

業

を

行

っ

て

い

な

い

か

ら

、

法

人

税

等

の

確

定

申

告

は

不

要

だ

っ

た

と

し

て

、

令

和

３

年

９

月

�

日

に

更

正

の

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

請

求

人

は

非

営

利

型

法

人

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

事

業

は

、

○

○

の

利

用

時

間

等

に

つ

い

て

、

会

員

の

幅

広

い

選

択

に

任

せ

ら

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

席

貸

業

に

該

当

し

、

遊

技

所

業

に

該

当

し

な

い

。

請

求

人

の

施

設

は

、

会

員

そ

の

他

こ

れ

に

準

ず

る

者

の

用

に

供

す

る

た

め

の

も

の

で

あ

る

か

ら

、

不

特

定

ま

た

は

多

数

の

者

の

娯

楽

、

遊

興

ま

た

は

慰

安

の

用

に

供

す

る

た

め

の

席

貸

業

に

は

該

当

し

な

い

こ

と

、

お

よ

び

請

求

人

の

施

設

の

利

用

の

対

価

の

額

が

実

費

を

超

え

な

い

も

の

で

あ

り

、

収

益

事

業

と

な

る

席

貸

業

に

は

該

当

し

な

い

。

審

判

所

の

判

断

＜

法

令

解

釈

等

＞

　

法

人

税

法

施

行

令

第

５

条

第

１

項

第

�

号

は

、

収

益

事

業

で

あ

る

同

項

の

特

掲

事

業

の

一

つ

と

し

て

席

貸

業

を

規

定

し

て

お

り

、

席

貸

業

と

は

、

一

般

に

い

わ

ゆ

る

席

料

や

利

用

料

を

受

領

し

て

座

席

、

集

会

場

等

一

定

の

場

所

を

随

時

、

時

間

や

期

間

等

を

区

切

っ

て

利

用

さ

せ

る

た

め

に

賃

貸

す

る

事

業

を

い

う

も

の

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

　

法

人

税

法

施

行

令

第

５

条

第

１

項

第

�

号

は

、

収

益

事

業

で

あ

る

同

項

の

特

掲

事

業

の

一

つ

と

し

て

遊

技

所

業

を

規

定

し

て

い

る

。

ま

た

、

法

人

税

基

本

通

達

�

―

１

―

�

に

お

い

て

、

同

号

の

遊

技

所

業

と

は

、

野

球

場

、

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

、

ゴ

ル

フ

場

、

射

撃

場

、

釣

り

堀

、

碁

会

所

そ

の

他

の

遊

技

場

を

設

け

、

こ

れ

を

そ

の

用

途

に

応

じ

て

他

の

者

に

利

用

さ

せ

る

事

業

（

席

貸

業

に

該

当

す

る

も

の

を

除

く

）

を

い

い

、

い

わ

ゆ

る

会

員

制

の

も

の

が

含

ま

れ

る

旨

定

め

て

い

る

。

　

そ

し

て

、

同

通

達

の

定

め

は

、

そ

の

設

け

る

施

設

が

「

遊

技

」

、

す

な

わ

ち

プ

レ

イ

に

適

す

る

施

設

と

し

て

必

要

な

整

備

が

さ

れ

て

お

り

、

か

つ

、

そ

の

施

設

を

そ

の

本

来

の

用

途

用

法

に

従

っ

て

利

用

者

に

利

用

さ

せ

る

事

業

と

す

る

遊

技

所

業

の

範

囲

を

定

め

た

も

の

と

し

て

当

審

判

所

に

お

い

て

も

相

当

と

認

め

ら

れ

る

。

　

席

貸

業

は

、

単

に

場

所

を

提

供

す

る

だ

け

で

、

そ

の

場

所

の

利

用

方

法

に

つ

い

て

は

、

そ

の

利

用

者

の

幅

広

い

選

択

に

任

せ

ら

れ

る

も

の

が

多

い

と

い

う

点

に

特

徴

が

あ

る

。

＜

認

定

事

実

＞

　

請

求

人

は

、

請

求

人

の

所

有

す

る

○

○

等

の

施

設

を

会

員

で

な

い

者

に

貸

し

出

す

こ

と

は

な

く

、

○

○

以

外

の

目

的

で

会

員

に

利

用

さ

せ

る

こ

と

も

な

い

。

　

請

求

人

の

会

員

か

ら

納

入

さ

れ

た

年

会

費

等

の

使

途

は

、

○

○

で

使

用

す

る

消

耗

品

や

補

修

部

品

代

、

水

道

光

熱

費

、

固

定

資

産

税

な

ど

で

あ

る

。

＜

検

討

＞

　

法

人

税

法

第

２

条

第

９

号

の

２

ロ

に

規

定

す

る

非

営

利

型

法

人

に

該

当

す

る

た

め

の

具

体

的

な

要

件

と

し

て

、

法

人

税

法

施

行

令

第

３

条

第

２

項

第

３

号

に

お

い

て

そ

の

主

た

る

事

業

と

し

て

収

益

事

業

を

行

っ

て

い

な

い

こ

と

を

規

定

し

て

い

る

と

こ

ろ

、

請

求

人

の

主

た

る

事

業

は

、

○

○

の

運

営

事

業

で

あ

る

。

　

ま

た

、

本

件

事

業

は

、

請

求

人

の

所

有

す

る

○

○

等

の

施

設

が

遊

技

に

適

す

る

施

設

と

し

て

必

要

な

整

備

が

さ

れ

て

お

り

、

か

つ

、

そ

の

施

設

を

そ

の

本

来

の

用

途

用

法

で

あ

る

○

○

を

す

る

た

め

に

請

求

人

の

会

員

に

利

用

さ

せ

る

事

業

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

、

法

人

税

基

本

通

達

�

―

１

―

�

に

定

め

る

遊

技

所

業

に

該

当

す

る

た

め

、

法

人

税

法

施

行

令

第

５

条

第

１

項

第

�

号

に

規

定

す

る

遊

技

所

業

に

該

当

し

、

請

求

人

は

、

遊

技

所

業

で

あ

る

本

件

事

業

を

継

続

し

て

事

業

場

を

設

け

て

行

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

本

件

事

業

は

、

法

人

税

法

第

２

条

第

�

号

に

規

定

す

る

収

益

事

業

に

該

当

す

る

と

認

め

ら

れ

る

。

　

そ

う

す

る

と

、

請

求

人

は

、

法

人

税

法

施

行

令

第

３

条

第

２

項

第

３

号

に

掲

げ

る

要

件

を

満

た

し

て

お

ら

ず

、

法

人

税

法

第

２

条

第

９

号

の

２

ロ

に

規

定

す

る

非

営

利

型

法

人

に

該

当

し

な

い

。

　

本

件

事

業

は

、

○

○

等

の

施

設

を

そ

の

本

来

の

用

途

用

法

で

あ

る

○

○

を

す

る

た

め

に

請

求

人

の

会

員

に

利

用

さ

せ

る

事

業

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

、

請

求

人

が

単

に

施

設

を

提

供

す

る

だ

け

で

、

そ

の

利

用

方

法

に

つ

い

て

、

利

用

者

の

選

択

に

任

せ

ら

れ

る

も

の

で

は

な

い

こ

と

か

ら

、

席

貸

業

に

は

該

当

せ

ず

、

遊

技

所

業

に

該

当

す

る

。

　

そ

う

す

る

と

、

収

益

事

業

の

範

囲

か

ら

除

か

れ

る

席

貸

業

に

該

当

す

る

か

否

か

を

判

断

す

る

ま

で

も

な

く

、

請

求

人

は

、

主

た

る

事

業

と

し

て

収

益

事

業

を

行

っ

て

い

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

　

こ

れ

ら

の

点

に

関

す

る

請

求

人

の

主

張

は

採

用

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



第

�

章

　

租

税

回

避

ス

キ

ー

ム

の

崩

壊

　

１

租

税

回

避

ス

キ

ー

ム

の

崩

壊

　

反

日

運

動

が

落

ち

着

い

た

２

０

０

５

年

秋

か

ら

、

中

国

税

務

当

局

に

よ

る

執

拗

な

税

務

調

査

が

、

北

京

と

広

州

の

岬

産

業

に

向

け

ら

れ

て

い

た

。

タ

ー

ゲ

ッ

ト

は

、

吉

田

の

Ｐ

Ｅ

認

定

、

子

会

社

の

支

払

利

息

の

否

認

、

そ

し

て

子

会

社

の

電

子

製

品

の

香

港

へ

の

輸

出

価

格

に

対

す

る

移

転

価

格

課

税

で

あ

っ

た

。

　

２

０

０

６

年

春

、

中

国

税

務

当

局

は

、

岬

産

業

へ

の

課

税

に

踏

み

切

る

。

課

税

の

理

由

は

明

瞭

で

あ

っ

た

。

「

立

証

責

任

は

会

社

に

あ

る

。

会

社

が

疑

義

を

晴

ら

せ

な

い

の

で

あ

れ

ば

課

税

す

る

。

い

ず

れ

も

形

式

を

整

え

て

い

る

よ

う

に

見

え

る

が

、

税

負

担

を

回

避

す

る

行

為

で

あ

る

こ

と

は

明

白

。

個

別

の

規

定

が

な

く

と

も

、

税

回

避

の

事

実

が

実

質

的

に

認

定

で

き

れ

ば

課

税

す

る

。

租

税

回

避

で

は

な

い

こ

と

を

会

社

が

証

明

で

き

な

い

限

り

、

結

論

は

同

じ

」

　

岬

産

業

も

、

吉

田

も

驚

く

。

そ

れ

は

、

中

国

当

局

の

情

報

収

集

能

力

が

、

予

想

を

超

え

て

い

た

こ

と

で

あ

っ

た

。

最

悪

の

場

合

、

推

計

で

課

税

し

て

く

る

こ

と

は

あ

り

得

る

と

考

え

て

い

た

。

そ

の

場

合

に

は

、

値

切

り

交

渉

の

領

域

に

な

り

、

全

面

的

な

敗

北

は

な

か

ろ

う

と

考

え

て

い

た

の

で

あ

る

。

特

に

、

移

転

価

格

取

引

を

利

用

し

た

租

税

回

避

の

全

貌

が

解

明

さ

れ

る

こ

と

は

な

い

と

考

え

て

い

た

。

し

か

し

、

違

っ

て

い

た

。

中

国

当

局

の

課

税

は

、

ほ

と

ん

ど

会

社

側

の

意

図

、

裏

工

作

な

ど

、

真

実

の

動

き

を

把

握

し

て

の

課

税

通

知

で

あ

り

、

課

税

は

的

確

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

　

な

ぜ

か

。

そ

こ

に

す

べ

て

を

暴

く

課

税

当

局

へ

の

情

報

の

提

供

が

あ

っ

た

。

月

亮

の

詳

細

な

情

報

が

税

務

当

局

に

も

た

ら

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

　

吉

田

は

そ

の

こ

と

を

分

っ

て

い

な

か

っ

た

。

お

そ

ら

く

中

国

人

従

業

員

の

誰

か

が

、

課

税

当

局

に

タ

レ

コ

ミ

を

し

た

の

だ

ろ

う

と

考

え

て

い

た

。

　

中

国

税

務

当

局

の

課

税

通

知

を

受

け

、

吉

田

は

三

浦

に

救

い

を

求

め

る

。

吉

田

の

要

請

を

受

け

、

急

遽

、

三

浦

は

北

京

を

訪

れ

、

詳

細

な

状

況

を

聞

く

。

　

説

明

を

聞

き

、

三

浦

も

、

誰

か

の

詳

細

な

密

告

が

な

け

れ

ば

、

こ

の

よ

う

な

課

税

は

あ

り

得

な

い

と

推

測

す

る

。

そ

し

て

、

そ

の

密

告

者

と

し

て

一

人

の

女

性

を

思

い

浮

か

べ

て

い

た

。

（

月

亮

）

　

三

浦

は

、

月

亮

が

中

国

内

の

関

連

会

社

に

吉

田

の

秘

書

役

と

し

て

同

行

し

て

い

る

と

い

う

事

実

は

、

吉

田

か

ら

聞

い

て

い

た

。

三

浦

は

推

測

す

る

。

（

中

国

の

税

務

当

局

は

、

岬

産

業

の

グ

ル

ー

プ

全

体

を

俯

瞰

し

て

、

租

税

回

避

を

点

や

線

で

は

な

く

、

面

で

と

ら

え

、

課

税

通

知

を

し

て

き

た

。

現

地

関

連

会

社

の

一

部

の

従

業

員

か

ら

の

情

報

だ

け

で

は

、

こ

の

よ

う

な

課

税

は

で

き

ま

い

。

全

体

の

ス

キ

ー

ム

を

知

り

う

る

人

間

か

ら

の

密

告

に

違

い

な

い

。

と

す

れ

ば

、

月

亮

以

外

に

は

い

な

い

）

「

三

浦

さ

ん

、

中

国

の

従

業

員

は

信

頼

で

き

な

い

。

誰

か

が

密

告

を

し

た

よ

う

だ

」

　

吉

田

の

発

言

に

、

三

浦

は

黙

っ

た

ま

ま

何

も

語

ら

な

か

っ

た

。

　

２

敵

対

か

ら

兼

愛

へ

　

数

日

後

、

三

浦

は

北

京

へ

向

か

う

。

久

し

ぶ

り

に

月

亮

に

連

絡

を

取

り

、

建

国

門

外

に

あ

る

ホ

テ

ル

の

１

階

ロ

ビ

ー

で

待

ち

合

わ

せ

を

す

る

。

三

浦

は

約

束

時

間

の

５

分

前

に

、

月

亮

は

約

束

時

間

ど

お

り

に

ロ

ビ

ー

に

到

着

し

た

。

微

笑

を

浮

か

べ

る

月

亮

と

無

表

情

の

三

浦

。

三

浦

は

、

彼

女

を

１

階

の

ロ

ビ

ー

に

あ

る

喫

茶

に

誘

う

。

　

ロ

ビ

ー

か

ら

は

、

二

胡

の

穏

や

か

な

音

色

が

聞

こ

え

て

い

た

。

そ

の

と

き

、

三

浦

の

歩

み

は

止

ま

っ

た

。

　

三

浦

に

と

っ

て

聞

き

な

れ

た

曲

が

流

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

パ

ッ

フ

ェ

ル

ベ

ル

の

カ

ノ

ン

。

　ここまで、キャリアアップ助成金のひとつである、年

収の壁に対応する「社会保険適用時処遇改善コース」に

ついてお話ししてきました。

　この助成金には、他にも有期雇用労働者、短時間労働

者、派遣労働者といった非正規雇用労働者（有期雇用労

働者等。以下、同じ）に対して、取組みを実施した事業

主へ助成されるものとして、①正社員化コース、②賃金

規定等改定コース、③賃金規定等共通化コース、④賞与

・退職金制度導入コースなどが設けられており、「有期

雇用労働者等」の正社員化、処遇改善を通じたキャリア

アップを目的としています。

　①は、有期雇用労働者等を、賃金を増額させて期間の

定めのない正社員へ転換をしたときに助成されます。社

会保険適用時処遇改善コースで社会保険の適用となった

労働者でも、当該コースの対象となる有期雇用労働者等

であれば、次のステップとして活用可能です。以前の制

度より有期雇用労働者等の要件が緩和され、通算雇用期

間が３年を超えていても取組みやすくなっており、助成

額も拡充されました。

　②は、有期雇用労働者等の賃金規定等を増額して適用

させ、有期雇用労働者等の処遇改善を目的としています。

ただし、社会保険適用時処遇改善コースと同じ期間に、同

じ労働者についての併給はできません。少し複雑な仕組

みですが、最低賃金の上昇に伴って検討しても良いでし

ょう。

　③は、同一労働同一賃金の観点から、雇用するすべて

の有期雇用労働者等において、正社員と共通の職務等に

応じた賃金規定等を新たに作成し、適用させることで助

成されます。

　④は、すべての有期雇用労働者等に対して、就業規則

等の定めるところにより、新たに賞与、退職金制度を設

け、支給や積立を実施した場合に助成されるものです。

中小企業退職金共済制度のような社外積立型の制度を活

用するもの可能です。

　①、②のコースは、一人当たりに対して助成されます

ので、複数回利用することができるものです。③、④は

一事業所あたり一回の助成です。

　ネット検索をするとたくさんの助成金の案内がでてき

ます。制度をきちんと理解し、自社に使える助成金であ

れば、最大限利用しましょう。 （おわり）

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

公

益

財

団

法

人

納

税

協

会

連

合

会

（

尾

崎

裕

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

ホ

テ

ル

阪

急

イ

ン

タ

ー

ナ

シ

ョ

ナ

ル

で

、

「

令

和

６

年

税

制

改

正

講

演

会

」

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

堀

内

斉

大

阪

国

税

局

長

を

は

じ

め

局

幹

部

ら

の

来

賓

と

納

税

協

会

の

役

員

約

４

０

０

人

が

出

席

す

る

中

、

は

じ

め

に

尾

崎

会

長

が

主

催

者

を

代

表

し

て

あ

い

さ

つ

を

行

っ

た

。

　

引

き

続

き

、

財

務

省

大

臣

官

房

審

議

官

（

主

税

局

担

当

）

の

小

宮

敦

史

氏

が

、

「

令

和

６

年

度

　

税

制

改

正

に

つ

い

て

」

の

テ

ー

マ

で

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

の

全

体

像

か

ら

所

得

税

・

個

人

住

民

税

の

定

額

減

税

、

賃

上

げ

促

進

税

制

の

強

化

、

子

育

て

支

援

税

制

・

扶

養

控

除

の

見

直

し

な

ど

に

つ

い

て

分

か

り

や

す

く

解

説

し

た

＝

写

真

。

　

参

加

者

は

税

制

等

に

関

す

る

理

解

を

深

め

、

今

後

の

事

業

活

動

を

展

開

す

る

上

で

大

変

参

考

に

な

っ

た

様

子

だ

っ

た

。

　

川

崎

西

税

務

署

（

菊

池

正

純

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

川

崎

市

を

拠

点

に

活

動

す

る

プ

ロ

レ

ス

団

体

「

Ｈ

Ｅ

Ａ

Ｔ

―

Ｕ

Ｐ

」

の

Ｔ

Ａ

Ｍ

Ｕ

Ｒ

Ａ

☆

Ｇ

Ｅ

Ｎ

Ｅ

☆

（

タ

ム

ラ

ジ

ェ

ネ

レ

ー

シ

ョ

ン

）

選

手

、

兼

平

大

介

選

手

、

今

井

礼

夢

選

手

、

秦

野

友

貴

選

手

、

ハ

ジ

メ

選

手

に

広

報

大

使

を

委

嘱

し

た

＝

写

真

。

　

菊

池

署

長

か

ら

委

嘱

状

の

交

付

を

受

け

た

５

人

の

広

報

大

使

は

、

ス

マ

ホ

の

カ

メ

ラ

で

源

泉

徴

収

票

の

読

み

取

り

、

医

療

費

控

除

の

入

力

な

ど

の

ス

マ

ホ

申

告

を

体

験

。

「

試

合

で

勝

つ

の

は

大

変

だ

が

、

ス

マ

ホ

で

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

は

非

常

に

簡

単

だ

っ

た

」

と

利

便

性

を

Ｐ

Ｒ

し

た

。

　

ま

た

、

そ

の

後

、

新

百

合

ヶ

丘

駅

前

広

場

に

移

動

し

、

税

務

関

係

６

団

体

の

役

員

と

と

も

に

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

な

ど

を

通

行

者

に

配

付

し

て

、

ス

マ

ホ

申

告

の

Ｐ

Ｒ

を

行

っ

た

。

　

サ

ッ

カ

ー

Ｊ

３

の

ギ

ラ

ヴ

ァ

ン

ツ

北

九

州

の

マ

ス

コ

ッ

ト

「

ギ

ラ

ン

」

が

１

月

�

日

、

北

九

州

市

小

倉

北

区

の

ク

ラ

ブ

事

務

所

で

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

確

定

申

告

を

模

擬

体

験

し

た

。

小

倉

税

務

署

の

確

定

申

告

の

Ｐ

Ｒ

に

協

力

し

た

も

の

。

　

当

日

は

、

国

税

庁

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

の

「

イ

ー

タ

君

」

が

応

援

に

駆

け

付

け

る

中

、

同

署

職

員

の

ア

ド

バ

イ

ス

を

受

け

な

が

ら

、

給

与

所

得

者

が

医

療

費

控

除

の

適

用

を

受

け

る

と

い

う

設

定

で

、

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

の

カ

メ

ラ

で

源

泉

徴

収

票

を

読

み

込

み

、

必

要

項

目

が

自

動

入

力

さ

れ

る

機

能

な

ど

を

体

験

し

た

。

　

体

験

を

終

え

た

ギ

ラ

ン

は

、

「

こ

れ

な

ら

税

務

署

に

行

か

ず

に

自

分

で

申

告

で

き

る

。

難

し

い

と

思

っ

た

け

ど

、

や

っ

て

み

た

ら

簡

単

だ

っ

た

」

と

ボ

ー

ド

に

書

い

た

感

想

を

披

露

し

、

ス

マ

ホ

申

告

の

利

便

性

を

Ｐ

Ｒ

し

た

＝

写

真

。

　

ロ

ン

ド

ン

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

柔

道

女

子

金

メ

ダ

リ

ス

ト

の

松

本

薫

さ

ん

は

こ

の

ほ

ど

、

出

身

地

の

金

沢

市

で

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

に

よ

る

確

定

申

告

書

の

作

成

体

験

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

確

定

申

告

期

を

迎

え

、

ス

マ

ホ

に

よ

る

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

申

告

を

推

進

す

る

た

め

に

金

沢

税

務

署

が

実

施

し

た

も

の

。

　

当

日

は

、

給

与

所

得

者

が

医

療

費

控

除

で

還

付

申

告

を

行

う

と

い

う

設

定

で

、

ス

マ

ホ

の

カ

メ

ラ

で

源

泉

徴

収

票

を

読

み

取

り

、

申

告

書

を

作

成

し

た

。

　

体

験

を

終

え

た

松

本

さ

ん

は

、

「

簡

単

で

び

っ

く

り

し

ま

し

た

。

家

で

確

定

申

告

が

で

き

る

と

い

う

の

は

と

て

も

手

軽

で

す

ね

。

ス

マ

ホ

で

サ

ク

サ

ク

と

作

成

で

き

る

の

で

、

ぜ

ひ

み

な

さ

ん

に

お

勧

め

し

ま

す

」

と

感

想

を

語

り

、

自

宅

か

ら

の

ス

マ

ホ

申

告

の

利

用

を

呼

び

掛

け

た

。

　

札

幌

五

法

人

会

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

市

の

北

海

道

経

済

セ

ン

タ

ー

で

中

村

秀

明

税

理

士

を

講

師

に

迎

え

「

税

務

組

織

の

概

要

と

税

務

調

査

を

通

じ

て

経

営

者

の

皆

様

に

留

意

し

て

い

た

だ

き

た

い

こ

と

」

と

題

し

て

研

修

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

研

修

会

は

税

務

組

織

の

詳

し

い

説

明

に

続

き

、

調

査

対

象

事

案

の

選

定

方

法

な

ど

、

国

税

局

・

税

務

署

の

経

験

談

を

交

え

た

分

か

り

や

す

い

説

明

が

あ

っ

た

。

　

ま

た

、

法

人

会

で

推

奨

し

て

い

る

「

自

主

点

検

チ

ェ

ッ

ク

シ

ー

ト

」

に

つ

い

て

、

企

業

に

お

け

る

内

部

統

制

面

や

経

理

面

の

チ

ェ

ッ

ク

の

必

要

性

に

つ

い

て

説

明

が

あ

り

、

人

事

評

価

に

も

ぜ

ひ

活

用

し

て

ほ

し

い

旨

解

説

が

あ

っ

た

。

　

受

講

者

か

ら

は

「

税

務

調

査

の

必

要

性

や

成

り

立

ち

が

良

く

分

か

っ

た

」

、

「

経

理

担

当

者

の

た

め

に

な

る

内

容

だ

っ

た

」

な

ど

、

大

変

参

考

に

な

っ

た

と

の

声

が

上

が

っ

て

い

た

。

　

高

知

・

中

村

税

務

署

（

京

口

隆

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

５

年

分

所

得

税

お

よ

び

復

興

特

別

所

得

税

等

の

確

定

申

告

が

始

ま

っ

た

こ

と

に

合

わ

せ

、

高

知

県

立

中

村

中

学

・

高

校

の

生

徒

に

よ

る

「

書

道

＆

ダ

ン

ス

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

」

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

ま

ず

、

書

道

部

６

人

が

躍

動

感

あ

る

筆

さ

ば

き

で

縦

３

㍍

、

横

４

㍍

の

紙

に

「

税

務

署

に

行

か

な

く

て

も

自

宅

か

ら

ス

マ

ホ

で

確

定

申

告

」

な

ど

、

自

宅

の

パ

ソ

コ

ン

や

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

で

申

告

書

を

作

成

、

提

出

で

き

る

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

Ｐ

Ｒ

し

た

。

　

そ

の

後

、

ダ

ン

ス

同

好

会

８

人

が

、

書

き

上

げ

た

書

の

前

で

音

楽

に

合

わ

せ

て

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

に

踊

り

、

会

場

を

沸

か

せ

た

。

　

書

道

部

部

長

の

片

山

優

さ

ん

は

、

「

確

定

申

告

が

ス

マ

ホ

で

で

き

る

こ

と

を

知

っ

て

も

ら

い

た

い

と

い

う

思

い

を

込

め

て

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

し

ま

し

た

」

と

話

し

た

。

　

兵

庫

・

西

脇

多

可

地

区

税

務

協

議

会

（

中

島

寛

夫

会

長

）

と

公

益

社

団

法

人

西

脇

納

税

協

会

（

田

井

三

治

会

長

）

は

、

令

和

５

年

分

確

定

申

告

で

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

ス

マ

ホ

申

告

を

促

す

た

め

、

プ

ロ

野

球

・

阪

神

タ

イ

ガ

ー

ス

の

岡

田

彰

布

監

督

を

起

用

し

た

独

自

ポ

ス

タ

ー

を

作

製

し

た

＝

写

真

。

　

管

轄

す

る

西

脇

市

・

多

可

町

は

、

い

ず

れ

も

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

の

保

有

率

が

高

い

こ

と

か

ら

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

ス

マ

ホ

申

告

の

さ

ら

な

る

利

用

率

向

上

に

向

け

、

納

税

者

の

注

目

を

集

め

る

狙

い

で

、

老

若

男

女

問

わ

ず

絶

大

な

人

気

を

誇

る

岡

田

監

督

の

起

用

を

阪

神

球

団

に

交

渉

し

た

も

の

。

　

同

ポ

ス

タ

ー

の

作

製

に

当

た

っ

て

は

、

「

そ

ら

そ

う

よ

」

と

い

う

岡

田

監

督

の

口

癖

を

利

用

し

た

キ

ャ

ッ

チ

ー

な

フ

レ

ー

ズ

の

使

用

に

つ

い

て

も

球

団

側

か

ら

快

諾

を

得

て

お

り

、

管

内

の

主

要

施

設

に

掲

示

し

た

。

　

千

葉

・

柏

税

務

署

（

三

宅

明

夫

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

同

署

管

内

の

野

田

市

出

身

で

柏

市

在

住

の

落

語

家

の

春

風

亭

昇

也

師

匠

に

柏

税

務

署

広

報

大

使

を

委

嘱

す

る

「

広

報

大

使

委

嘱

状

交

付

式

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

昇

也

師

匠

は

、

広

報

大

使

と

し

て

「

税

と

い

う

堅

い

イ

メ

ー

ジ

を

私

が

少

し

で

も

柔

ら

か

く

で

き

た

ら

」

と

抱

負

を

語

っ

た

。

　

そ

の

後

、

ス

マ

ホ

を

利

用

し

た

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

に

よ

る

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

申

告

の

事

前

準

備

を

体

験

し

、

「

確

定

申

告

で

税

務

署

に

並

ば

な

く

て

い

い

と

は

、

本

当

に

便

利

な

シ

ス

テ

ム

だ

と

い

ま

す

。

マ

イ

ナ

連

携

を

今

年

や

っ

て

お

く

と

、

来

年

以

降

は

も

っ

と

楽

に

な

る

。

今

年

は

少

し

手

間

か

も

し

れ

な

い

け

れ

ど

、

ぜ

ひ

、

や

っ

て

い

た

方

が

良

い

ん

じ

ゃ

な

い

か

」

と

感

想

を

話

し

て

い

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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